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公 安 委 員 会 定 例 会 議 会 議 録

第１ 開催日時

令和５年６月２日（金） 13時00分 ～ 14時55分

第２ 出席者

野呂委員長、成田委員、横町委員

本部長、警務部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官、総務室

長、警察学校長、生活安全企画課長、刑事企画課長

第３ 議事の概要

１ 議題事項

(1) 青森県道路交通規則等の一部改正について

交通部長から、「道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）

第３条の改正に伴い、特定小型原動機付自転車運転者講習に係る規定の新設、

原動機付自転車に係る各規定の見直し、引用法令の条ずれの修正等のため、青

森県道路交通規則等の一部改正を行うので審議願いたい」旨の説明を受け、審

議の結果、了承した。

委員から、「本県では普及していないものの、大都市圏では事故が多いと聞

いているので、特定小型原動機付自転車の利用者の把握及び改正点等について

現場に対しても指導していただきたい」旨の発言があった。

２ 報告事項

(1) 犯罪被害者等給付金支給裁定申請の受付について

警務部長から、犯罪被害者等給付金支給裁定申請の受付について報告が

あった。

(2) 会計検査院による実地検査の実施について

警務部長から、「６月６日から６月９日までの４日間、会計検査院による

会計実地検査を受検する」旨の報告があった。

(3) むつ自動車運転免許試験場の金曜日における取扱事務の縮小について

交通部長から、「むつ自動車運転免許試験場の勤務負担軽減と働きやすい環

境づくりを推進するため、第１、第３日曜日開設の日曜更新窓口を維持しつ

つ、第１、第３金曜日の窓口取扱事務を縮小する。県民に広報の上、８月、９

月の２か月間試行運用し、10月１日から正式運用を開始する」旨の報告があっ

た。

《決裁・報告等》

○ 保有個人情報一部開示決定に対する審査請求の諮問について

○ 青森県迷惑行為等防止条例施行規則の一部改正について

○ ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく禁止命令等について
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○ 運転免許の行政処分に係る意見の聴取結果等について

○ 運転免許センター場内コースの路面改修工事に伴う運転免許技能試験の一部

休止について

以 上


